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ください。
〒591-8037 

○　堺市指定金融機関

○　堺市指定代理金融機関

○　堺市収納代理金融機関

延滞金の控除期間

3 延滞金について

た電子申告・電子納税(共通納税)をご利用ください。
申告・納付方法の詳細はeLTAXホームページをご覧ください。

◎この市税の納付方法等について

内容

特例基準割合
＋7.3％

課あてに送付ください。
なお、送付に係る費用は納税者負担となりますので、ご了承

平成26年
１月１日
から令和
２年12月
31日まで
の期間

この税金は電子納税(共通納税)か、下記の堺市指定の金融
機関の本・支店、又は近畿２府４県に所在するゆうちょ銀行
・郵便局で納付してください。
上記１によることができない場合は、現金書留によって送 納期限の翌日から１月

を経過する日まで
7.3%

三菱ＵＦＪ銀行

金いただくことも可能です。
この場合は、現金書留封筒に納付いただく市税に係る現金と
ともに納付書を封入のうえ、以下の堺市　市税事務所　納税

納期限の翌日から１月
を経過した日以降

14.6%

み ず ほ 銀 行 三井住友銀行

納期限の翌日から１月
を経過する日まで

7.3%
特例基準割合

＋１％
堺市北区百舌鳥赤畑町1丁３番地１
堺市　市税事務所　納税課

納期限の翌日から１月
を経過した日以降

14.6% 本則を適用

り そ な 銀 行

尼崎信用金庫 阿 波 銀 行 伊 予 銀 行

納期限の翌日から１月
を経過する日まで

7.3%池田泉州銀行 関西みらい銀 紀 陽 銀 行
堺市農業協同組合

永和信用金庫 大阪厚生信用金庫 大阪シティ信用金庫 ※延滞金特例基準割合（令和２年12月31日までは特例基準割
大阪商工信用金庫 大阪信用金庫 大阪南農業協同組合 合）とは、租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸
京 都 銀 行 近畿産業信用組合 近畿労働金庫
三 十 三 銀 行 成協信用組合 大同信用組合

ゆうちょ銀行については、近畿２府４県（大阪府・京都府・
滋賀県・奈良県・兵庫県・和歌山県）に所在するゆうちょ銀
行・郵便局で納付してください。

※　上記の表は一般的な延滞金計算に適用されます。

　地方税ポータルシステム「eLTAX（エルタックス）」を利用し

徳島大正銀行 南 都 銀 行 のぞみ信用組
ミレ信用組合 ゆうちょ銀行

　金融機関については、令和8年4月1日現在のものです。
なお、金融機関は統廃合などにより変更される場合がござい
ますのでご注意ください。

期間についても365日当たりの割合で計算してください。

法定納期限から1年を経過する日以後に更正（決定）が
た場合は、1年を経過する日の翌日から当該申告期までは控
除されます。
　この場合における年当たりの割合は、うるう年の日を含む

延滞金の額は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日
数に応じ、税額に、以下の表の割合をそれぞれ乗じて計算し
た金額です。

本則
特例

（本則の割合に満た
ない場合に適用）

令和３年
１月１日
以後の期
間

納期限の翌日から１月
を経過した日以降

14.6%
延滞金特例基準割合

＋7.3％

延滞金特例基準割合
＋１％

平成25年
12月31日
までの期
間

※　上記の表の割合は、年当たりの割合です。うるう年の日
を含む期間についても365日当たりの割合です。

付割合に年1％を加算した割合です。

※　基準割引率とは、各年の前年の11月30日を経過する時に

る商業手形の基準割引率をいいます。
おける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められ

基準割引率
＋４％


